
   

26 日獣発第 250 号 

平成 26 年 12 月 11 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

薬事法の改正に伴う「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）関係通知の一部改正について 

   
このことについて、平成 26 年 11 月 28 日付け 26 消安第 4087 号・環自野発

第 1411283 号及び 26 消安第 4089 号・環自野発第 1411282 号をもって、農林

水産省消費・安全局長と環境省自然環境局長の連名により別添のとおり二つの

通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、11 月 25 日の薬事法の改正により、薬事法の題名が「医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めら

れ、医薬品の定義が改正されことを受け、「遺伝子組換え生物等の使用等の規

制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法、平成 15 年 6 月 18

日法律第 97 号）の関係通知である、「農林水産大臣がその生産又は流通を所

管する遺伝子組換え生ワクチンに係る第一種使用規程の承認の申請について」

（平成 19 年 12 月 10 日付け 19 消安第 9000 号、環自野発第 071210002 号農

林水産省消費・安全局長、環境省自然環境局長通知）及び「がん疾患の犬・猫

の治療に使用する遺伝子組換えウイルス及び当該ウイルスの接種動物に係る

第一種使用規程の承認の申請について」（平成 24 年 5 月 16 日付け 23 消安第

6226 号、環自野発第 120516003 号農林水産省消費・安全局長、環境省自然環

境局長通知）を一部改正したことについて連絡されたものです。 

なお、改正の内容は「薬事法」や「医薬品」の用語の使用箇所の修正であり、



   

通知内容の実質的な変更はない旨申し添えます。 

 
本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 


















































































